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令和６年度 第１回精華町入札調査監視委員会 議事録

日時 令和６年５月２１日（火） ９時５０分～１１時３０分

場所 精華町役場 ５階 ５０１・５０２会議室

出席委員 委 員 長 岩橋 威夫（副町長）

副委員長 山口 治（事業部長）

委 員 浦本 佳行（総務部長）田中 眞人（住民部長）、岩前 良

幸（健康福祉環境部長）、山本 勝己（事業部次長）、松井

克浩（教育部長）、 荒深 廣一（消防長）、木村 健司（上

下水道部長）

議事概要 １．開会

２．抽出案件の検証について

３．その他

次回抽出委員の選出（浦本委員を選出）

４．閉会

検証対象案件 令和６年１月１日～令和６年３月３１日に契約締結された予定価格１３

０万円未満の建設工事及び除草、剪定その他の工事に準ずる修繕案件に

関する業務

抽出案件一覧 【①精華町むくのきセンター防犯カメラ機器等の撤去及び廃棄業務（生

涯学習課）】

【②精華町消防本部高圧受電機器接地抵抗改修工事（消防総務課）】

【③アニメ・アーカイブデータ化及び利活用実証事業に伴う KICK（けい

はんなオープンイノベーションセンター）2階 226 号室電気設備改修工事

（財政課）】

【④令和 5年度 上水道緊急修繕（その 2-2）（上下水道課）】

検証件数 建設工事等の案件から４件（随意契約４件） ※対象件数１４件

委員会意見 委員会において、具申すべき特段の意見等はない。
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議事 ●検証案件

①精華町むくのきセンター防犯カメラ機器等の撤去及び廃棄業務

意見・質問 回答等

・設計額はどのようにして算出し

たのか。

・見積結果の無効はどういった意

味か。

・見積依頼の業者選定理由につい

て、三幸(株)は電気通信工事の業

者登録はあるのか。

・随意契約のガイドラインで示し

ている通り、過去に実績があるや

使い勝手が良い等の理由は業者

選定の理由にはならない。

・今回の工事では工事の費用自体

に大きな差は出ないと思うが、仕

様書は防犯カメラを撤去した後

の処理や外観の補修が大雑把に

書かれている。このままだと業者

によって処理が変わってくるの

で仕様書でどのようにしてほし

いのか明記するべき。

むくのきセンターの指定管理者であ

る三幸(株)に参考見積を依頼し、そ

のまま予定価格にしました。

提出された見積書を確認した結果、

宛先が精華町教育委員会宛であった

ため、これまでの発注事務に係る留

意事項に則り無効と判断しました。

町の電気通信工事の登録はございま

せん。

廃棄方法についてですが、仕様書に

は記していませんが、最後の検査の

ところで産業廃棄物の証明を貰って

います。
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②精華町消防本部高圧受電機器接地抵抗改修工事

③アニメ・アーカイブデータ化及び利活用実証事業に伴う KICK（けいは

んなオープンイノベーションセンター）2階 226 号室電気設備改修工事

意見・質問 回答等

・電気工事の許可を持つ町内業

者が５者あるがそこから見積徴

取依頼をあえて３者に絞った理

由はなにかあるのか

・以前から委員会で言っている
通り、実績あるなどは抽出理由

にはならないとなっているので

気を付けてほしい。３者を選ん

だのはどういった選定理由なの

か。

・参考見積は何者からとったの

か。

精華町の契約規則に随意契約する

場合は２者以上に見積徴取するよ

うに記載があったため３者を選定

しました。

１者は、消防庁舎建設の際に携わっ

ていた業者を選定し、そのほかの２

者については無作為に抽出しまし

た。

見積徴取依頼を送った３者と同じ

業者で３者からとりました。

意見・質問 回答等

・斡旋された業者はこの業者だ

けなのか。

・現在の KICK の中に新たに電気

工事を行い、その財産は町のも

のになるのかそれともKICKの持

ち物になるのか。

この１者だけで工事日程等も KICK

から指定されます。

あくまで整備しているのは精華町

なので、町の財産となります。しか

し、借りている部屋が入れ替わる際

には元の状態に戻すこととなって

います。
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④令和 5年度 上水道緊急修繕（その 2-2）

意見・質問 回答等

・緊急対応の体制というのはど

のような形で行われているの

か。

・今回の抽出されなかった案件

である上水道緊急修繕のその

2-8 までの業者は全て同じか

・設計額は事後で設計すると思
うので適正さはどのように把

握しているのか。

・待機の役務を落札すればその
会社だけに発注することにな

ると、業者との請負金額の調整

に苦慮すると思う、待機と同じ

請負率で行くなら良いが、競争

性の観点からやり方を検討す

る必要があると思う。

・待機業務の業者選定はどのよ

水道管が漏水して水柱が吹いたり

すると 24 時間体制でいつでも動か

ないといけないので、年間を通して

待機業務委託として上下水道課か

ら電話があれば 30 分以内で現場に

駆け付け対応ができるように発注

をしております。

発注の中身につきましては、仕様

書の通りで、緊急修繕が発生した際

は別途見積を徴取し、その対応に係

る契約を締結するといった形で、待

機業務に緊急修繕が付随している

という形で発注をしています。

はい、同じ業者です。

現場の寸法を図り、実際の人工数と

時間をこちらから指示しているの

でその部分を積算に計上しており

ます。

管工事の許可を有している町内業
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うにして行っているのか。 者で尚且つ給水の資格を持った業

者を対象にしている。


